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的
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漫
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ヒ
ル
ヂ
ず
ラ
ン
ト
に
於
げ
Z
岡
氏
経
済
血
中
の
課
題

第
四
十
三
巻

第

司E

7L 
問

隅

町

史

九
，¥. 

havLLJ 

〆
i

一、

，l

、J

-悶
U
拍

↑
序
。
『
現
在
並
に
禁
の
幽
民
経
済
串
』
に
就
て

l
t
ス
ミ
ス
並
に
そ
の
葉
、
ロ
Z

ミ
ス
護
に
謝
す
る
反
動
、
山
ミ

7
-
7
L
m

l
t
主
主
義
、
局
一
フ
ル

l
v
シ

の

園

長

章

。

要

約

。

官

民

税

務

号

室

長

極

右

就

て

l
「
自
然
法
則
」
の
覧

そ
れ
に
側
聞
す
る
諸
問
牢
説
の
吟
味
「
以
上
本
獄
、
以
下
4
1
競
て
ほ
「
諸
岡
民
の
経
済
的
資
展
法
則
の
事
」
と
し
て
の
園
民
経
消
撃
の
規
定
。
毛

の
方
法
。
六
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
説
の
廃
奥
的
意
義
。
そ
の
批
剣
山
人
間
般
的
基
礎
、
向
社
舎
税
的
基
礎
、
七
刷
認
識
論
的
基
礎
。
八
結

ム
冊
。

シ〆

ト
に
於
げ
る
闘
民
務
経
阜
の
課
題

ヒ

ル
「
ア
マ
フ
ラ

-a一-1
 
本2

!i12 

国「

E
B
E
E
S
-
-
E己(同∞
H
N
i
H
∞
)
は
ド
イ
ツ
歴
史
康
保
建
設
者
の
一
人
と
さ
れ
る
が
、
彼
一
炉
建
設
ぜ
ん
と
し
七

内
容

ー

一
困
民
軽
油
開
皐
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
亡
か
、
我
々
は
被
が
岡
氏
経
済
皐
の
課
題
と
す
る
所
を
き
〉
、
そ
の
歴
史

t

的
並
に
現
代
的
意
義
を
尋
ね
て
み
よ
う
。

先
づ
我
々
が
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
の
名
著
「
現
在
並
に
勝
京
市
の
岡
氏
鰹
静
皐
』
第
一
私
で
あ

る
。
同
書
は
t

「
困
民
経
済
皐
の
領
域
に
於
て
根
本
的
歴
史
的
な
る
傾
向
と
方
法
と
に
遣
を
拓
き
、
こ
の
撃
を
諸
園

National白konomied._r Gegenwa，rt und Zukunft， Bd.. L Yrankfurt a. M. 1848. 



民
の
誼
掛
的
援
展
法
則
の
恩
T
H
h
m
F
5
5
ロ
仏

2
0
5
=
。B
Z
Zロ
何

=zwrz=mMmg町
内

Ng
斥『

〈

o-Z『
に
造
り

避
へ
る
ト
一
た
め
に
な
さ
れ
た
研
究
の
第
一
部
で
あ
っ
て
、
営
時
の
諸
皐
設
を
叙
述
し
批
判
し
て
そ
の
異
な
る
色
の
を

と
り
、
同
時
に
営
時
の
経
掛
的
文
化
並
に
一
枇
合
問
題
に
閲
す
る
判
断
を
確
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
常
時
行
は
れ
て

ゐ
口
説
謬
を
除
去
せ
ん
と
す
る
色
の
で
あ
っ
打
。
す
な
は
ち
被
は
岡
民
経
掛
皐
批
判
の
形
で
同
時
に
現
宜
批
判
を

-
色
粂
ね
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
我
ム
干
は
岡
民
経
神
風
一
'
の
哲
準
的
某
礎
に
闘
す
る
彼
の
諸
轄
系
批
判
行
け
を
略
遮
し

τ彼
が
如
何
な
る
道
ぞ
進
ま
ん
と
し
た
か
を
明
か
に
し
よ
う
っ
而
し
て
彼
は
閏
民
極
構
墜
諸
開
系
の
叙
惑
と
批
判

)

)
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J

ア
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ム
申
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と
そ
の
向
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眠
、
二
ア
グ
ム
:
、
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1
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1
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氏
粧
枠
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ン
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ィ
ッ
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一
一
一
フ
リ

〆
4

k
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ド

p
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ビ
@
日
丸
一
ト
ー
と
政
治
舵
掛
胤
市
川
附
民
的
閥
系
、
四
一
別
命
日
前
向
般
消
昂
説
J
h
プ

Y

ド

ve
の
闘
民
紅
掛
串
説
、
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我
今
の
叙
述
も
こ
の
順
序
に
従
ふ
で
あ
ら
う
。

い
づ
い
で
行
っ
て
ゐ
る
コ

そ
乙
で
兄
ミ
ス
と
そ
の
皐
振
に
闘
す
る
ヒ

Y

デ
プ
フ
シ
ト
の
見
解
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
彼
は
重
商

主
義
と
重
農
主
義
に
つ
い
て
次
の
如
き
見
解
を
示
し
て
ゐ
る
。
中
世
の
惇
統
的
な
自
然
程
慣
と
念
激
に
勃
興
し
て

来
た
貨
幣
麗
祷
と
の
闘
争
に
よ
っ
て
、
「
闘
民
l
岡
家
経
神
的
意
識
」
炉
殺
展
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
重
商
主
義

と
重
農
主
義
と
は
そ
の
表
現
で
あ
っ
た
。
前
者
は
「
絶
封
主
義
の
艇
持
皐
詑
」
で
あ
り
、

「
岡
家
に
よ
る
聞
し
て
闘

出
家
の
た
め
の
人
銭
的
生
産
」
を
目
的
と
す
る
商
工
業
の
た
め
の
皐
説
で
あ
っ
た
。
反
之
、
後
者
は
「
草
命
の
墜
読
」

で
あ
ち
、
「
国
家
か
ら
今
、
樹
立
し
た
民
耽
に
よ
る
民
衆
の
た
め
の
阜
な
石
自
然
的
生
産
し
を
目
的
と
す
る
農
民
除

タ
ン

r

り

級
の
た
め
の
墜
設
で
あ
っ
た
と
。
か
く
の
如
〈
ヒ

Y
デ
プ
ラ
ン
ト
は
重
商
主
義
と
重
農
主
義
と
を
一
五
は
ず
闘
家
主

ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
に
於
げ
る
園
長
経
済
撃
の
課
題

第
四
十
三
巻

第

批

大必
九

九
五

lbidem， Vorreil e，角 Hil巾 brandはl司民経測事を再建せんとするに常ヲて、言
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ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
に
於
げ
る
岡
氏
経
済
撃
の
課
題

第

乱E

第
四
十
三
谷

九
/、

C 
O 

義
と
市
民
主
義
と
の
闘
係
に
置
き
、

ス
ミ
ス
を
こ
の
統
一
者
と
み
る
。
卸
ち
ス
ミ
ス
は
、
前
二
者
が
一
面
的
に
富

の
供
給
を
代
表
し
に
に
劃
し
て
、
生
産
者
の
利
盆
に
消
費
者
の
利
盆
を
封
立
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
岡
氏
粧

掛
皐
の
包
括
的
な
理
論
を
作
上
げ
た
。
岡
民
軽
油
開
島
一
・
史
上
に
於
け
る
ス
ミ
ス
の
地
位
は
哲
皐
史
上
に
於
け
る
カ
ン

ト
の
地
位
じ
似
て
ゐ
る
。

カ
シ
ト
が
綜
人
竹
的
立
場
に
於
て
人
間
の
真
理
認
識
の
能
力
を
検
誼
し
た
如
〈
、

ス
ミ
ス

ゐは
る"ノk
。問

fJU二
117 
()) 

許証
1海
崎
im 
力
な
，初

め
T 
1¥汗

究
し

か
う
言
っ
て
ヒ

Y
J
ア
プ
ラ
〆
ト
ぽ
ス
ミ
ス
の
功
績
を
讃
え
て

進
ん
で
彼
の
ス
ミ
ス
並
に
そ
の
皐
振
に
劃
す
る
批
剣
を
み
よ
う
。
そ
の
第
一
は
寓
民
主
義
の
批
判
で
あ
る
。

ミ
ス
並
に
そ
の
皐
棋
は
、
そ
の
光
臨
者
十
日
る
重
商
主
義
者
や
重
農
主
義
者
と
同
じ
〈
、

「
そ
の
法
則
が
抽
似
て
の
時

代
と
園
民
と
に
劃
し
て
絶
劃
的
妥
営
性
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
の
圃
氏
粧
掛
皐
」
を
構
成
せ
ん
と
し
た
。

M
m
y
l
や
カ
シ
ト
が
自
然
に
よ
っ
て
典
へ
ら
れ
た
人
類
の
相
達
郎
ち
異
っ
た
殺
展
段
階
と
国
民
性
を
無
視
し
て
絶

艶
岡
家
を
構
成
せ
ん
と
す
る
固
法
皐
仮
や
政
治
摩
振
を
惹
起
し
た
如
〈
、

ス
ミ
ス
と
彼
の
弟
子
達
は
個
ι
干
の
岡
民

一
種
の
世
界
経
梼
串
・
人
類
極
構
墜
を
創
造

せ
ん
と
し
た
が
、
そ
れ
は
会
〈
営
時
の
合
理
的
・
悟
性
的
啓
蒙
主
義
に
相
臆
や
る
も
の
で
あ
っ
た
。

の
特
異
的
事
貨
と
殺
展
契
機
と
か
ら
普
遍
妥
営
の
命
題
を
引
出
し
、

一
般
に
ス

ス
皐
振
は
次
の
如
・
昔
、
見
解
か
ら
出
殺
す
る
。
岡
氏
経
梼
の
総
て
の
法
則
は
、
ぞ
れ
が
人
間
の
物
財
に
劃
す
る
関
係

に
基

t
が
故
に
、
時
間
と
宰
聞
と
を
超
越
し
、
現
象
の
一
切
の
饗
化
に
も
拘
ら
中
永
績
す
る
、
と
。
そ
の
際
忘
れ

ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
「
人
聞
は
枇
曾
的
存
在
と
し
て
常
に
文
明
の
子
で
あ
り
、
臣
殿
史
の
産
物
で
あ
る
」
と
い
ふ
こ
と .A 

。Ibidem.i! 2-3・



及
び
「
入
聞
の
教
養
物
財
並
に
人
間
に
劃
す
る
閥
係
は
決
し
て
同
一
で
は
な
く
で
、
地
腰
的
に
も
異
b
叉
際
史
的

に
も
常
に
却
型
化
す
る
、
そ
し
て
会
人
類
の
文
化
と
共
に
謹
歩
す
る
」
と
い
ふ
こ
と
で
め
る
。
成
程
こ
の
血
中
蹴
は
、

ぞ
れ
が
重
農
皐
波
の
知
く
哲
串
的
原
理
か
ら
出
様
せ
十
、
叉
普
遍
か
ら
特
殊
を
誘
導
し
な
か
っ
た
と
い
ふ
鮪
に
於

て、

y
y
l
や
カ
ン
ト
か
ら
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
か
し
ろ
そ
の
牒
系
を
宜
際
生
活
か
ら
符
に
観
察
や

事
貨
の
上
に
打
樹
て
に
。
然
し
こ
の
相
違
は
、

こ
の
墜
が
純
粋
哲
皐
的
構
成
が
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
か
ら
に
過

，E
-
B
ふ
、
。

:

7

L

 
ぞ
れ
が
課
題
解
決
の
仕
方
・
努
力
の
日
的
と
結
果
に
於
て
ほ
、

そ
れ
は
さ
き
の
政
治
撃
波
と
同
じ
〈
抽
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に
支
配
し
始
め
に
貨
幣
鰹
稗
の
一
表
現
」
に
過
.
ぎ
な
か
っ
た
と
。

(
誌
)
ス
ミ
ス
は
同
氏
的
境
界
を
認
め
た
、
打
か
ら
彼
を
市
内
民
主
義
者
と
す
る
の
は
常
ら
な
い
と
の
ヲ
ウ
の
見
解
(
同

E
-
C与
2
E
F
ロ
B

ロ己
E
E
L
o
田
万
円
。
ョ

ι孔門司
c-MZ
品目
M
g
。
mr。ロ。
E
5
k
p
s
r
r
〈
内
凶
作
『
司
。
E
R
F
mロ
。
長
。
ロ
。
ョ
-
0
2目
《
H
M
M
C
]
Z
巳
司
呂
田
白
閉
会
主

r
』

mr『問・同∞
kFV
出

L・
4
・

叩
-
N
E
品
)
を
ヒ
ル
ヂ
プ
ラ
ン
ト
は
次
の
知

t
批
列
し
て
ゐ
る
、
ス
ミ
ス
同
イ
淑
の
高
民
的
性
格
は
、
そ
れ
が
闘
家
の
存
在
を
注
意
し
な
か
っ
た
貼
に

で
は
な
〈
て
、
そ
の
理
論
e

伊
二
梼
に
一
切
の
闘
民
に
適
用
し
、
国
家
を
単
に
毛
の
外
的
境
界
じ
よ
っ
て
人
類
の
分
肢
と
し
て
把
嶋
田
し
た
に
過
ぎ
十

εの
法
則
を
何
慮
に
於
て
も
妥
常
す
る
t

と
し
た
勤
に
見
出
Z
る
べ
き
で
あ
る
と
。

、
、
、
、
、
、

第
二
に
巳

Y
デ
プ
ラ
ン
ト
は
ス
ミ
ス
血
中
振
の
原
子
論
的
見
解
を
批
剣
す
る
。
剖
‘
す
り
そ
れ
は
一
杯
蒙
思
想
家
と
同
じ

グ
マ
イ
シ
ン
ヤ
7
ト

〈
人
聞
と
市
民
祉
舎
と
に
闘
す
る
原
子
論
的
見
解
か
ら
出
殺
し
、
諸
個
人
を
共
同
枇
舎
の
唯
一
の
目
的
と
み
る
。

而
し
て
政
治
的
合
理
主
義
に
は
園
家
が
一
切
個
人
の
自
由
保
謹
の
七
め
の
法
律
制
度
と
し
て
現
は
れ
る
に
過
ぎ
な

か
っ
た
が
、
経
済
的
合
理
主
義
に
は
極
端
伸
一
枇
舎
は
単
に
そ
の
な
的
欲
望
の
充
足
を
容
易
に
し
便
宜
に
す
る
た
め
の

ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
に
於
げ
る
岡
民
経
済
撃
の
課
題

第
凶
十
三
巻

九
七

第

務

O 



ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
に
於
げ
る
胤
民
経
静
撃
の
課
題

第
四
十
三
巻

九
ハ、

第

iJx 

O 

個
別
経
持
者
の
聯
合
又
は
制
度
と
見
え
る
。
前
者
は
枇
舎
を
諸
個
人
の
法
律
契
約
に
、
後
者
は
交
換
契
約

ι基
礎

づ
け
る
、
そ
し
て
双
方
と
も
諸
個
人
の
私
的
利
盆
を
共
同
枇
舎
の
原
因
及
び
紐
帯
と
考
へ
る
土
。

第
三
に
ヒ
七
プ
プ
ラ
ン
ト
は
ス
ミ
ス
感
慨
が
私
的
利
盆
を
経
済
摩
の
最
高
原
理
と
す
る
所
に
経
済
撃
の
倫
珂
的

使
命
が
失
は
れ
る
と
み
る
。

rか
ら
人
は
丸
ミ
マ
A

の
撃
説
を
唯
物
主
義
だ
と
非
難
し
て
も
説
ち
で
は
な
い
、
議
し

ス
ミ
ス
は
岡
氏
粍
稗
串
ιrb
私
的
利
己
主
義
の
前
提
の
上
に
打
樹
て
、

私
的
利
己
主
義
が
常
に
臼
ら
公
盆
に
持
〈
と

す
る
か
ら
で
め
，
o
、

主主l

.-'<. 
" 

ゐ
~;þ 

最
後
に
ヒ

Y
デ
プ
ラ
ン
ト
は
只
ミ
ス
曲
目
干
仮
の
個
人
的
利
己
主
義
に
基
く
自
然
科
皐
的
傾
向
を
批
判
し
て
ゐ
る
。

ス
ミ
ス
皐
慌
に
と
っ
て
は
闘
民
経
済
摩
は
「
交
通
の
自
然
論
」
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
蓋
し
そ
れ
に
於
て
は
個
人
は

自
然
力
と
同
じ
〈
常
に
同
一
方
向
に
働
事
同
一
の
事
情
の
下
に
於
て
は
常
に
同
一
の
結
果
を
驚
す
所
の
純
利
己
的

な
力
と
さ
れ
る
。
従
つ
で
そ
の
法
則
と
規
範
と
は

1

経
済
的
自
然
法
則
」
と
呼
は
れ
、
他
の
自
然
法
則
と
同
じ
〈
永

町
(
註
)

遠
不
品
質
な
ろ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
c

(
註
)
こ
の
勤
に
閲
し
て
ヒ
ル
ヂ
プ
ラ
ン
ト
は
ド
イ
ヴ
に
於
げ
る
ス
ミ
ス
の
這
随
者
蓬
を
弐
の
知
〈
批
列
し
て
ゐ
る
。
彼
等
は
理
論
に
於
て
は

利
己
心
の
支
配
を
認
め
、
政
策
に
於
て
は
公
主
ハ
心
を
認
め
ん
と
す
る
。
即
ち
利
己
心
に
基
く
岡
民
経
消
を
公
盆
を
目
的
と
す
る
閥
民
経
済
政
策
に

よ
っ
て
補
は
ん
と
す
る
。
然

ν経
済
的
凶
民
生
活
に
於
て
利
己
主
義
と
公
共
心
|
|
そ
れ
ば
利
己
主
義
を
制
限
し
て
倫
理
的
原
理
に
従
属
せ
し
め

る
t
l
l
の
支
配
と
を
共
に
認
め
る
な
ら
ば
、
利
己
主
義
の
支
配
を
前
提
と
す
る
所
の
一
切
の
法
則
の
正
し
さ
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ち
ぬ
。
何
と

な
れ
ば
利
己
心
と
公
共
心
と
は
二
の
異
っ
た
世
界
に
於
げ
る
二
の
異
つ
↑
-
力
と
し
て
す
は
な

t
、
現
貰
に
於
て
は
常
に
一
同
氏
の
道
徳
牲
と
教
養

と
に
際
じ
て
種
々
の
度
合
で
共
に
働
き
合
ム
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
。

以
上
ヒ

Y
デ
プ
ラ
ン
ト
が
ス
ミ
ス
皐
慌
の
抽
象
性
と
し
て
指
摘
す
る
所
を
一
言
に
し
て
一
広
へ
ば
、

個
人
的
利
己

Ibidem， ? 6 



主
義
に
基
〈
自
然
科
皐
的
傾
向
で
あ
る
。
蓋
し
個
人
的
利
己
主
義
は
必
然
的
に
寓
民
主
義
で
あ
り
、
原
子
論
的
立

場
で
あ
り
、

云
は
Y
唯
物
主
義
だ
h
y

ら
で
あ
る
。
而
し
て
彼
は
こ
の
抽
象
性
が
三
の
反
動
、
卸
ち
ミ
ユ

1
一フ

I
・

リ
ス
ト
・
枇
曾
主
義
者
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
と
み
る
。

ー，--

、‘，
J一

ス
ミ
ス
皐
振
に
謝
す
る
第
一
の
反
動
1
1
1
ア
ダ
ム
・
ミ
ユ

f
-
7
1

，，，E
‘、

ヒ
山
y

J

ア
プ
フ
シ
ト
は
ス
ミ
ス
皐
慌
に
封
す
る
第
一
の
反
動
を
ア
ダ
ム
・
ミ
ユ

i
フ
l
に
於
て
み
る
。
ミ
ユ

1
-ア

ー
は
ド
イ
ヅ
の
一
得
葉
時
代
に
つ
げ
7
1復
古
主
義
の
時
代
、
疾
風
紋
持
時
代
に
つ

Y
〈
ロ
マ
ン
ア
イ
ヅ
ク
時
代
の
影

団
F

P

F

2

P

ド
l

、

知
宇
ん
A

，P
J
I『J

山
{

j
 

岡
氏
脳
神
風
?
の
軒
町
一
城
に
於
て
仰
J

汁
打
、
一
千
一
義
守
主
張
し
メ
L

九
に
反
劃
し
た
。
即
も
較
は
丸
ミ
ユ
仁
始

る
市
民
枇
曾
の
機
械
的
唯
物
的
見
解
に
封
し
て
政
治
的
倫
理
的
共
同
精
神
の
必
要
と
精
神
文
化
の
力
を
力
説
し
、

グ
マ
イ
ン
ず
」
ゼ
レ

理
論
的
抽
象
を
排
し
て
謄
史
に
言
及
し
、
経
持
生
活
「
い
於
て
共
同
躍
を
一
切
私
経
済
の
根
本
俸
件
と
み
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
説
い
た
。
こ
れ
ら
は
ミ
ユ

l
ラ
l
の
功
績
だ
と
さ
れ
る
。
然
し
彼
は
ミ
ユ

1
-フ
1
の
理
論
の
根

本
原
理
と
内
容
は
支
持
し
難
い
と
し
て
大
要
次
の
知
き
批
判
を
な
し
て
ゐ
る
。
第
一
に
ミ
ユ

1
-
7
1
は
岡
家
を
個

人
の
上
位
に
置
き
、
個
人
を
濁
立
的
自
己
創
造
的
個
性
と
し
て
把
握
し
な
い
、
そ
こ
に
原
子
論
的
立
場
と
正
反
卦

の
抽
象
性
が

J

の
る
。
第
二
に
ミ
ユ
!
一
フ
!
の
岡
家
理
念
と
岡
家
内
容
と
は
矛
盾
す
る
。
彼
は
育
代
的
岡
家
理
念
を

も
ち
な
が
ら
そ
の
内
容
を
封
建
的
要
素
金
以
で
究
す
。
然
る
に
封
建
制
の
中
世
に
は
彼
が
理
怨
と
す
る
如
き
岡
家

は
義
国
凡
さ
れ
な
い
。
第
三
に
ミ
ユ

1
ラ
ー
は
自
然
経
済
と
貨
幣
程
棒
、
自
然
経
済
と
封
建
的
主
従
闘
係
と
の
聯
闘

ヒ
ル
デ
e

フ
ラ
ン
ド
に
於
げ
る
園
民
経
訴
事
の
課
題

第
四
十
三
巻

ブL
九

第

苦境

。

lhiclem， ~ 7. 6) 



ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
に
於
げ
る
圃
民
経
済
撃
の
課
題

第
四
十
三
巻

一O
四

四
O
O

第

盟主

を
会
〈
知
ら
な
い
。
総
じ
て
彼
に
は
根
本
的
際
・
史
的
研
究
が
品
附
け
て
ゐ
る
。
そ
こ
か
ら
彼
の
暖
昧
と
矛
盾
が
出
て

来
る
。
例
へ
ば
合
理
主
義
的
国
家
割
に
劃
し
て
隈
史
を
強
調
し
な
が
ら
過
去
三
世
紀
の
臣
殿
史
を
否
定
す
る
が
如
き

で
あ
る
。
か
く
て
第
四
に
彼
の
理
論
は
歴
史
的
援
展
の
会
瞳
の
内
か
ら
勝
手
に
ひ
き
ち
ぎ
っ
て
き
た
時
代
、
而
も

そ
の
経
掛
形
態
が
全
く
死
滅
し
て
了
っ
た
時
代
の
主
観
的
に
し
て
非
歴
史
的
な
四
日
想
化
で
あ
る
。

而
し
て
位
は
そ

の
闘
式
を
総
て
の
闘
民
と
時
代
主
に
移
す
か
ら
、
ス
ミ
ス
の
糟
系
と
同
む
く
高
民
主
義
の
非
難
争

3
へ
免
れ
な
い
。

要
す
る
に
ミ

3
1
4
7
1
は
中
世
の
崩
壊
し
に
自
然
粧
紳
に
針
す
Z
受
好

E
近
代
貨
幣
和
掛
に
劉
寸
る
惜
忍
と
か
ら

ス
ミ
只
皐
説
に
反
封
し
、
中
世
の
諸
制
度
・
封
建
的
建
揮
を
清
算
し
て
貨
幣
経
梼
を
完
成
す
べ
き
時
代
に
中
世
の

諸
制
度
を
回
復
ぜ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
、
と
要
約
し
て
ヒ

Y
デ
プ
ラ
ン
ト
は
ミ
ユ
!
ラ
!
の
反
動
性
を
暴
露
し
て

ゐ
る
。ニ

ス
ミ
ス
島
一
振
に
劃
す
る
第
二
の
反
動

l
lフ
タ

1
ド

p
ツ
ヒ
・

9
ス
ト

第
二
の
反
動
は
η
ノ
ス
ト
の
『
政
治
経
掛
撃
の
岡
氏
的
盟
系
』
に
於
て
み
ら
れ
る
。
ヒ

Y
Jア
プ
ラ
ン
ト
が
9
ス
ト
に

つ
い
て
述
べ
て
ゐ
る
所
の
要
輸
を
奉

σれ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

9
ス
ト
は
ミ
ユ

l
-フ
!
と
は
反
封
に
貨
幣
程
梼

の
偉
大
な
成
果
に
感
激
し
た
。
た
Y
彼
は
そ
れ
を
英
闘
に
濁
占
せ
し
め
る
が
故
に
ス
ミ
ス
墜
慌
に
反
劃
し
た
に
過

ぎ
な
い
。
彼
は
ス
ミ
ス
謬
説
の
寓
民
主
義
に
劃
し
て
園
民
主
義
を
主
張
し
に
。
然
し
所
謂
固
民
慢
の
概
念
は
抽
象

的
で
あ
っ
て
、
彼
は
啓
蒙
思
想
家
と
同
じ
く
園
民
躍
を
原
子
論
的
に
把
握
す
る
。
卸
ち
被
は
共
同
睡
を
個
人
的
一
周

一
粧
の
手
段
と
す
る
。

r
y園
家
は
単
に
法
律
制
度
で
は
な
く
て
軽
油
開
の
育
成
手
段
で
あ
る
と
す
る
勲
一
か
古
き
見
解

Ibidem， ~ 12. 7) 



と
異
忍
に
過
ぎ
な
い
。
私
的
利
盆
を
公
共
目
的
に
服
せ
し
め
一
る
の
は
利
己
心
の
要
求
に
過
ぎ
な
く
て
、
共
同
瞳
の

性
質
か
ら
出
て
来
る
倫
理
的
義
務
と
は
な
ら
な
い
。
か
〈
て
ミ
ユ

1
-プ
1
に
於
て
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
允

進
歩
師
ち
共
同
躍
の
倫
理
的
性
質
は
9
ス
ト
に
於
て
再
び
失
は
れ
る
。
叉

9
ス
ト
は
程
捕
情
聴
慌
展
段
階
伝
説
き
、

イ
ヅ
闘
民
経
樺
皐
者
を
し
て
初
め
て
謄
史
研
究
に
向
は
せ
た
。
然
し
そ
れ
は
英
闘
の
歴
史
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
ド
イ
ヅ
の
保
護
政
策
を
理
論
づ
け
る
に
都
合
よ
く
な
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
而
も
そ
れ
は
英
岡
白

躍
の
歴
史
の
み
な
ら
や
一
切
の
歴
史
に
矛
盾
す
る
。
線
じ
て
各
民
族
は
個
有
の
経
持
的
竣
展
過
程
を
通
過
す
る
、

こ
れ
を
組
一
蹴
し
て
溢
mw諸
岡
を
一
慌
に
脅

へ
る
リ
〆
ぷ
ト
の
酎
邸
前
は
入
オ
〈
非
時
史
的
で
あ
る
mw
み
な
ら
や
高
口
町
的
で
あ
る
ム
」
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

自
然
特
じ
土
地
L
C
気
候
が
そ
の
紐
憐
生
活
を
制
約
す
あ
か
ら
で
あ
る
。

同
じ
↓
暑
い
か

p

ス
ト
に
於
け
る
賞
践
的
部
分
た
る
保
護
関
税
論
に
も
妥
営
す
る
。
即
ち
η
ノ
ス
ト
は
、

ス
ミ
ス
皐
振
が
前
向
民
的
分
業

の
た
め
に
自
由
貿
易
を
主
張
し
た
と
同
じ
く
、
岡
氏
的
分
業
の
た
め
の
保
護
闘
税
を
諸
岡
民
の
一
定
の
毅
展
段
階

に
正
っ
て
普
遍
妥
嘗
性
を
色
っ
と
す
る
。
そ
の
際
η
ノ
ス
ト
は
温
帯
丸
信
躍
に
亙
っ
て
自
然
と
問
民
の
素
質
と
を
同
一

だ
と
前
提
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ふ
。
要
す
る
に
ヒ

Y
デ
プ
ラ
ン
ト
は
9
ス
ト
を
以
て
云
は
ヨ
ス
ミ
ス
皐
仮
の
ド
イ
ヲ

的
修

E
者
と
み
る
の
で
あ
る
。

一
一
一
ス
ミ
ス
串
振
に
謝
す
る
第
三
の
反
動
|
|
枇
合
的
路
神
皐
詑
室
内

mszsd~一
号
岳
山
口
1
r
o岡山内一回)

第
三
の
反
動
は
枇
合
的
組
梼
皐
説
で
あ
る
。

ヒ

Y
デ
プ
ラ
ン
ト
が
一
枇
命
日
的
経
消
息
十
説
と
い
ふ
の
は
門
前
時
の
祉
曾

主
義
的
並
に
共
産
主
義
的
撃
説
の
綿
栴
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
種
の
思
想
は
古
〈
か
ら
あ
っ
た
が
、

7
-
7
ン

ヒ
ル
ヂ
プ
ラ
ン
ト
に
於
げ
る
同
氏
経
済
撃
の
課
題

第
凶
十
三
巻

四
O 

第

披

O 
li 

Tbidem， ~ 18目角後展段階設に聖母する批州iこついては Natur.，Geld-und Kre 
ditwirtschuft， JäilibGëh'~r-JÜi-Nãi.~Öl， .-ìi~ -Stduilik B(1. 11， 1864， S. 1-2参照l
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ヒ
ル
デ
プ
ラ

y
ト
に
於
げ
る
櫨
民
経
滑
撃
の
課
題

第

就

一O
六

第
凶
十
三
巻

四
O 

ス
革
命
の
後
貨
幣
経
済
が
完
全
に
文
配
的
と
な
り
、
徐
ιr
に
共
暁
害
が
現
は
れ
る
に
至
つ
七
時
初
め
て
炭
き
地
盤

を
獲
得
し
、
岡
民
経
済
皐
の
領
域
に
論
及
す
る
に
至
っ
た
と
述
べ
、
『
現
在
放
に
時
奈
の
岡
民
結
構
皐
」
の
字
以
上

を
こ
れ
に
あ
っ
て
詳
細
な
る
紹
介
と
批
判
を
な
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
彼
は
そ
の
紹
介
を
も
批
判
を
も
、
一
一
世
命
日
程

、、‘，，
J

梼
串
説
の
現
貰
批
判
、
己
そ
の
積
械
的
内
容
に
る
枇
合
主
義
的
組
織
計
差
及
び
住
岡
氏
粍
掛
皐
批
判
に
分
け
て
論

じ
て
ゐ
る
。
而
し
て
批
判
は
第
一
一
一
か
ら
始
め
、
フ

9
1
ド
首
ノ
ヅ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
Y

ス
の
初
期
の
著
作
、

『
経
掛
鳳
ナ
批

『
民
闘
に
於
け
る
捗
働
階
級
の
欣
能
山
q
h
J
T
M
以
ひ

h

特
に
後
者
に
つ
い
て
同
史
的
純
計
的
明
党
の
不
充
分

な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
ヱ
シ
グ
Y

メ
の
一
面
性
を
批
判
し
て
ゐ
る
。
次
の
現
貫
批
判
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
一
一
一
円

は
れ
る
d

絡
に
枇
合
主
義
的
組
撒
計
童
に
つ
い
て
は
吐
曾
主
義
者
定
が
、
諸
岡
民
の
園
民
性
・
睦
史
的
議
展
・
文
化

グ
マ
イ
ン

ν
ヤ
フ
ト

一
切
の
園
氏
に
共
同
一
枇
命
日
と
い
ふ
唯
一
一
絶
針
の
形
態
を
強
制
し
、

リ
乙
日

2

9
i子
市
n
b

段
階
の
相
違
等
を
無
親
し
て
、

y
y
l
や
ス

ス
と
同
じ
高
民
的
立
場
に
立
っ
て
ゐ
る
、
か
〉
る
人
聞
の
岡
民
的
存
在
を
無
蹴
し
に
計
量
は
賀
行
不
可
能
で
あ
る

と
批
剣
す
る
。
結
局
の
所
ヒ

Y
デ
プ
ラ
ン
ト
が
仕
合
同
経
済
準
設
を
以
て
常
時
要
求
さ
れ
て
ゐ
た
や
う
な
吐
曾
捜
革

を
基
礎
づ
け
る
に
足
ら
ぬ
と
し
た
の
は
、
一
枇
曾
主
義
者
蓮
が
現
賞
認
識
に
融
け
て
ゐ
る
と
考
へ
た
か
ら
で
め
る
。

言
ふ
所
は
凡
そ
か
う
で
あ
る
。
彼
等
は
貧
困
が
現
在
盆
ミ
甚
だ
し
く
な
り
、
何
慮
に
於
て
も
同
一
の
一
般
的
原
因

か
ら
来
る
と
い
ふ
見
解
か
ら
出
殺
す
る
が
、
歴
史
と
生
を
四
は
れ
中
に
根
本
的
に
研
究
す
れ
ば
、
貧
困
は
何
時
何

底
に
で
も
存
在
し
た
の
だ
が
、
枇
曾
に
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
に
過
ぎ
や
、
叉
現
在
の
貧
困
は
似
て
は
ゐ
る
が
極
め

て
種
冷
の
地
方
的
岡
氏
的
原
因
か
ら
起
っ
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
が
分
る
で
あ
ら
う
。
何
か
新
し
い
枇
合
同
主
義
的
計

•• 勾‘
J
m
J

A値

y

d守

"
一
-

2
"
'
'
4
・

2
勾

S

A守

B
4
4
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m
m
m
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e
e
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主
を
企
て
る
た
め
に
は
人
間
枇
舎
の
躍
史
と
性
質
の
研
究
、

一
般
に
何
ら
の
知
識
を
も
必
要
と
し
な
い
。
然
し
そ

れ
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
現
在
の
枇
合
問
題
を
解
決
ぜ
ん
と
す
る
者
は
諸
岡
民
の
具
瞳
的
般
態
と
そ
の
際
史

的
殺
展
を
研
究
し
、
問
題
の
原
因
を
究
明
し
、
空
想
に
陥
る
こ
と
な
く
、
必
要
な
る
改
革
を
導
い
て
説
明
ね
ば
な
ら

ぬ
、
ト
。

右
の
如
〈
ヒ
Y
J
7
プ
ラ
ン
ト
は
枇
合
主
義
的
経
済
皐
誌
を
批
剣
し
た
後
、
そ
の
闘
民
経
済
皐
左
生
に
劃
す
る
劫

績
を
認
ゆ
る
。
剖
ち
そ
れ
は
λ

ミ
ス
皐
販
の
基
礎
、
特
に
公
盆
を
鷲
す
と
さ
れ
る
所
の
私
有
財
産
の
磐
害
ぞ
攻
撃

し
て
.
各
個
人
JT
枇
命
じ
給
付
け
る
所
の
抑
制
引
の
必
要
な
こ

t
、
共
同
開
及
び
一
切
な
人
の
経
際
機
能
は
倫
理
的

基
礎
を
必
要
と
す
る
こ

2
.
及
び
酪
群
町
四
ナ
は
枇
命
日
の
最
高
目
的
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ

2
を
一
市
し

f
o

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
、

言
に
し
て
云
へ
ば
、
「
問
民
極
構
皐
は
決
し
て
人
間
利
己
心
の
自
然
論

(Z5三
島
月
号
『

S
E
R
-
H
r
n
r
g
m
m
F己

.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

虫
色
る
で
は
あ
り
待
な
く
て
、
一
の
倫
理
的
科
悪

(
2口
町
内
門

vzr
巧
Z
S
2
F
P
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い

ふ
こ
と
を
明
か
に
し
た
。
こ
れ
は
園
民
経
稗
撃
に
封
す
一
る
影
響
で
あ
る
が
、
生
に
劃
し
て
は
、
所
有
が
人
生
の
享

業
や
教
養
に
卦
す
る
特
棋
を
奥
へ
る
も
の
で
は
な
〈
て
、
有
産
階
級
は
彼
等
に
委
託
さ
れ
た
共
同
財
産
の
管
理
者

に
過
ぎ
争
、
無
産
階
級
を
最
高
文
明
に
高
め
る
こ
と
に
興
る
べ
き
義
務
を
負
ふ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し

た
。
こ
の
二
影
響
は
次
の
事
情
の
た
め
に
高
〈
評
債
き
れ
ね
ば
な
ら
泊
、
と
ヒ
七
ア
プ
ラ
ン
ト
は
言
ふ
。
第
一
に
λ

ヨ

兄

島
f

識
の
有
害
な
る
原
理
が
貨
幣
経
樺
が
支
配
的
に
な
り
利
己
心
の
活
動
が
・
康
範
囲
に
瓦
ら
ん
と
し
た
時
代
に

詑
か
れ
た
こ
と
、
第
二
に
ス
ミ
ス
自
身
が
貨
幣
経
済
を
極
構
的
文
化
の
寧
な
る
一
過
渡
期
と
は
見
な
い
で
困
民
経

ヒ
ル
ヂ
プ
ラ

y
ト
に
於
げ
る
園
民
経
済
事
の
課
題

第
凶
半
三
品
種

四

O
コ一

第

君主

一C
七

Tbidem， ~ 51. 13) 



ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
に
於
げ
る
醐
民
粧
務
撃
の
課
題

第
四
十
三
巻

問
。
凶

第

披

O 
i¥ 

持
の
永
遠
に
し
て
絶
割
に
異
な
る
形
態
と
み
る
と
い
ふ
大
な
る
誤

h
を
犯
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
Y

め
る
。

績
い
て
ヒ
Y
J
7

プ
ラ
ン
ト
は
「
自
然
粧
梼
・
貨
幣
経
済
・
信
用
艇
祷
」
の
批
判
展
段
階
を
詑
き
、
貨
幣
経
梼
が
一
時
俊
展
段

階
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
る
が
、
こ
〉
に
は
立
入
ら
な
い
。
と
も
か
く
ヒ

Y
デ
プ
ラ
ン
ト
は
貨
幣
盤
漕
を

絶
封
永
遠
な
り
と
す
る
ス
ミ
ス
皐
恨
の
誤
謬
が
祉
合
同
主
義
に
よ
っ
て
正

5
れ
た
と
み
る
の
で
あ
か
o

以
上
ヒ

F
J
ア
プ
一
ア

y

ト
は
ス
ー
久
間
四
千
慌
に
到
寸
る
一
一
一
の
反
動
ぞ
扱
つ

f
の
で
あ
る
が
、

ま
又
民
民

-
-
h
r
J
A
F
?仁
誉
』
〕
a
J
5
E

黄
金
l
布
七
新
説
一
主
豪

者
に
似
て
ゐ
る
が
そ
の
反
調
者
た
る
プ

Y
1
ド
ン
を
扱
っ
て
ゐ
る
。
被
は
プ

y
l
ド
ン
を
目
し
で
ス
ミ
ス
皐
慌
に

劃
す
る
反
動
と
は
み
争
、
な
し
ろ
従
来
の
諸
膿
系
の
中
で
最
も
綜
令
的
立
場
に
近
い
と
み
る
色
の
〉
如
く
、
最
も

多
〈
の
同
戚
を
示
し
て
ゐ
る
、
先
づ
彼
は
プ

Y
I
ド
シ
の
思
想
念
『
貧
困
の
哲
皐
』
に
つ
い
て
、
ぞ
の
基
礎
た
る
債

値
論
か
ら
始
め
て
、
そ
の
上
に
礎
か
れ
た
人
類
の
経
情
的
援
展
段
階
1
1
8分
業
・
機
械
・
競
争
・
濁
占
・
園
家
{
租
枕
・

警
察
)
・
外
岡
貿
易
(
貿
易
均
衡
)
・
信
用
・
財
産
・
共
同
枇
曾
・
人
口
の
十
段
階
l
l
t
e
e
紹
介
ぃ
、
そ
の
後
に
彼
の
批
剣

が
つ
い
〉
〈
。
債
値
論
は
措
い
て
、
殺
展
段
階
に
つ
い
て
は
次
の
意
味
の
こ
と
を
述
ペ
て
ゐ
る
。
プ

U
W
!
ド
ン
の
経

祷
脱
税
展
段
階
は
「
人
類
の
蛭
糟
的
文
化
史
の
理
念
進
行

(
E
m
E官
z
m
ι
2
c
r
c
S
E
R
-
H
m
D
Fニ
E『

m
2
n
F
E
P
R
己
の
「

室
町
=
月
一
岳
町
一
件
)
」
を
一
不
す
も
の
で
は
な
い
。
ぞ
れ
は
次
回
意
的
で
あ
っ
て
、
現
買
に
並
存
す
る
も
の
を
歴
史
的
因
果
闘

係
に
置
い
七
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
系
列
は
反
封
に
す
る
こ
と
も
出
来
れ
ば
、
任
意
に
費
更
す
る
こ
と
も
出

来
る
。
か
う
批
判
し
た
後
、
彼
は
プ

y
l
ド
ン
の
思
想
の
内
に
異
な
る
も
の
を
認
め
る
c

Ibidem. 11 52-53・
邑ystem礼e.cυntradictiollS economiques ou philosophie de 1n. rnu;ere， Pal'is 

1846. 
Hiidebrand， Nat.-Ok. der Gegenwart u. Zukunft， il 54-'{)3 
) bidem.~ 64-66 

14) 
15) 

.6) 
'7) 



プ
Y
!
ド
ン
が
流
通
界
に
於
け
る
現
象
を
「
個
冷
の
偶
然
的
事
情
に
依
っ
て
麺
化
せ
し
め
ら
れ
た

る
、
同
一
な
る
経
済
的
自
然
法
則
の
表
現
」
と
は
考
へ
な
い
で
、
「
人
類
の
経
漕
生
活
に
は
殺
展
法
則
が
支
配
し

そ
の
↓
は
、

て
ゐ
て
、

そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
が
圃
民
経
掛
皐
の
内
容
を
な
す
」
左
い
ふ
こ
と
を
示
唆
し
た
己
主
で
あ
る
。
~ 

'--

の
議
展
法
則
そ
の
も
の
を
接
見
す
る
彼
の
試
み
は
、

一
切
の
歴
史
的
統
計
的
研
究
の
扶
知
と
先
験
的
理
念
構
成
の

た
め
に
謀
っ
た
に
し
て
色
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る

「
人
間
生
活
の
経
済
的
師
削
減
に
於
け
る
法
則
的
後
展
の
思
想
は
正

し
L 、。
と
ヒ

Y

ヂ
プ
ラ
ン
ト
は
言
ふ
。

)
:
ー
、

そ
UP
こ
は

プ
Y
I
V
ン
が
、

「
蛭
梼
的
関
民
生
活
が
そ
れ
に
於
い
て
毅

展
す
る
所
の
海
溝
制
度
・
形
態
は
何
で
も
柑
対
的
機
指
骨
持
ち
う
る
に
油

V

吉
中
、
宥
盆
に
色
働
〈
ー
か
同
様
に
有
害
に

h
a
l
z
 

t
倍
J

L

町
、
l
、

1:
訓

I

L

i

-

-

;

)

1

1
5
f
r
a
I山
幸
A
M
h
v
-
H
ヨ
円
却
即

J
h

、
四

1
:
r
J」
ι
t
b
L
V
4

口
仁

ー

!
i
i
;
-
1
f
l
i
I
{
J
J
【

，

ぞ
れ
に
闘
聯
し

T
k
y
Jプ
プ
プ
ン
ト
は
一
一
面
ふ
。

「
人
は
政
治
墜
に
於
て
は
ル
ソ
ー
や
カ
ン
ト
の
立
岨
明
か
ら
離
れ
て
、
知
何
な
る
法
律
・
圃
家
組
織
・
憲
法
も
一
切
の
岡
氏
一
切
の
文
化
段
階
に
等
し

く
遁
す
る

b
の
で
は
な
〈
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
形
態
は
一
定
の
具
怯
的
な
同
氏
有
機
位
(
〈
乙
】
「
『
主
唱
2
3
2
3
)
に
適
す
る
に
過
ぎ
宇
、
国
民
有
機

飽
か
ら
、
国
家
形
態
は
自
然
的

ι賛
同
胸
し
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ム
確
信
を
得
た
の
に
、
同
氏
経
済
単
に
於
て
は
今
日
に
五
る
ま
で
な
ほ
抽
象
的
理

論
が
・
主
張
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
て
、
人
は
そ
れ
に
従
つ
で
唯
一
つ
の
経
時
間
形
態
が
唯
一
の
正
し
い
る
の
だ
と
説
き
、
ゐ
ら
ゆ
る
探
済
生
活
の
問
題

に
縄
封
的
決
定
を
典
へ
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
と
信
宇
る
。

-
i
E
こ
で
も
人
は
、
血
ハ
へ
ら
れ
た
る
具
鵠
的
場
合
に
於
て
の
み
な
ち
争
、
理
論
的
に
色
一

の
黛
滋
又
は
他
の
薫
涯
に
輿
し
、
一
を
緒
艶
の
民
と
し
他
を
精
封
の
虚
僑
と
考
へ
て
、
滑
に
抽
象
的
規
範
を
掲
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
精
々
貫
践
に
於

て
此
虞
彼
慮
で
例
外
を
許
す
に
過
ぎ
干
し
て
、
何
慮
に
於
て
色
直
接
に
自
然
に
よ
っ
て
輿
へ
ら
れ
た
る
労
働
素
材
で
育
上
げ
ら
れ
る
所
の
縄
獅
生
活

に
於
て
は
、
絶
政
治
生
活
に
於
り
る
よ

h
6温
か
に
高
い
度
合
に
於
て
、
各
制
度
は
柑
封
的
償
値
金
持
つ
に
過
ぎ
宇
、
ぞ
の
侠
値
は
屑
底
的
状
態
か

ら
引
離
し
て
常
に
合
理
的
原
因
に
従
っ
て
許
僚
主
れ
る
こ
と
は
決
し
て
出
来
な
い
、

E
い
ふ
こ
と
を
み
な
い
。
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
以
来
同
民
経
済
準
の

賛
遣
を
何
物
か
す
制
止
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
種
々
の
糞
汲
ψ
こ
の
非
同
府
奥
的
意
識
で
め
る
、
そ
し
て
そ
の
意
識
で
色
っ
て
人
は
大
院
に
於
で
抽

象
的
概
念
や
主
制
的
理
怨
を
一
切
の
経
済
的
費
展
形
態
の
排
他
的
債
値
尺
度
と
し
で
岡
持
し
た
の
で
め
る
」
。

ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
に
於
げ
る
凶
民
経
済
撃
の
課
題

第
凶
十
コ
一
巻

問
。
五

第

畳E

O 
:iL 



ピ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
に
於
一
げ
る
鴎
氏
結
静
撃
の
課
題

第
四
十
三
念

一一

o

四
O
六

第
三
就

プ
Y
I
V
ン
の
功
績
は
右
の
一
而
性
を
初
め
て
誼
明
し
に
勅
仁
あ
る
。
被
は
種
冷
の
矛
盾
と
齢
黙
と
に
も
拘
ら

4
7
、
「
一
切
の
粧
抑
制
度
の
相
針
性
し
を
示
し
、
従
っ
て
「
抽
象
的
皐
説
の
支
持
し
難
き
こ
と
」
、
及
び
「
闘
民
経
祷

撃
に
於
け
る
歴
史
的
方
法
の
必
要
」
を
立
誼
す
る
に
貢
献
し
に
。
と
か
う
ヒ

Y
Jプ
プ
ラ
ン
ト
は
。
フ

y
l
ド
ン
の
功

績
を
み
て
ゐ
る
。

以
上
状
+
岐
ヒ
市
川
デ
プ
-
フ
ン
ト
の
岡
氏
粧
隣
県
批
判
の
大
市
買
を
み
で
来
た
。

ぞ
れ
に
よ
れ
ば
つ
ま
り
彼
は
か
う

み
亡
の
で
あ
つ
に
。
百
一
前
主
義
と
重
農
主
義
と
佐
一
一
肱
止
扮
し
に
λ

ミ
λ

は
、
室
長
主
義
者

lfmじ
(
¥
一
府
議
思

想
と
過
中
る
所
の
個
人
的
利
己
主
義
、
従
っ
て
高
民
主
義
・
原
子
論
的
見
解
・
唯
物
主
義
を
前
提
と
し
て
、
岡
氏
経

掛
患
を
一
切
の
園
民
と
時
代
と
に
普
遍
妥
蛍
な
る
自
然
法
則
を
研
究
す
る
一
の
自
然
科
墜
と
し
七
。
而
し
て
ス
ミ

ス
経
油
開
準
は
そ
の
皐
抵
の
み
な
ら
や
爾
館
の
諸
盟
系
殺
展
の
起
鈷
と
な
っ
た
の
で
め
る
が
、
而
も
只
ミ
ス
皐
振
の

個
人
的
利
己
主
義
に
基
〈
自
然
科
準
的
傾
向
と
い
ふ
抽
象
性
を
指
摘
す
る
所
に
、

義
な
る
三
の
反
動
及
び
プ

y
l
ド
ン
の
暢
系
の
意
義
が
あ
っ
た
。
併
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
諸
膿
系
は
部
分
的
異

ミ
ユ

I
ラ
1
・
9
ス
ト
・
一
枇
合
主

理
な
も
ち
凡
ミ
ス
皐
識
の
一
面
性
ぞ
暴
露
し
て
そ
の
特
捜
草
の
必
要
を
示
し
は
し
た
が
、
自
ら
そ
れ
を
饗
革
し
得
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
占
ぞ
こ
で
ヒ

Y
デ
プ
ラ
ン
ト
は
、

ス
ミ
ス
皐
仮
の
個
人
的
利
己
主
義
に
基
〈
自
然
科
皐
的
傾

向
に
劃
す
る
部
分
的
批
判
に
統
一
的
原
理
を
興
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
経
済
墜
を
隈
史
的
方
法
に
よ
る
諸
岡

民
'
の
経
梼
的
援
展
法
則
の
皐
と
し
て
再
建
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
『
現
在
並
に
将
来
の
岡
氏
経

済
皐
』
第
二
か
に
於
て
闘
民
経
情
豊
の
方
法
を
吟
味
し
た
後
に
試
み
る
と
約
束
し
た
凶
然
し
被
は
こ
の
約
束
を
呆

IlJidem， ~ 67 
Ibidem. ~ 68・街 Hildebrand が以上の撃典的費!!il:骨肉然樫問から貨常経吉野
への生の欝展と関聯あ bとしてゐるのは往日すパ事 11，¥である。
lbidem， Ei.nleip u. ~ 68. 
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き
中
、
同
書
第
二
巻
を
虫
日
か
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
彼
が
試
み
ん
と
し
た
闘
民
経
済
皐
の
課
題
に
つ
い
て
.
、
右
に
遮

ペ
た
以
上
の
積
極
的
主
張
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
佐
如
る
た
め
に
は
、

た
『
圃
民
粧
糟
皐
並
に
統
計
島
十
年
報
]
に
現
ば
れ
た
諸
論
文
を
参
照
す
る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
。

我
今
は
彼
が
一
八
六
三
年
に
創
刊
し

四

一
八
六
三
年
に
於
て
色
彼
の
棋
本
思
想
は
一
八
四
八
年
の

に
於
げ
る
と
費
り
な
い
と
迅
ぺ
て
ゐ
る
。
事
寅
同
「
年
報
』
に
は
同
じ
思
想
を
以
で
書
か
れ
た

「
羽
足
踏
狩
臨
ず
の
現
向
刀
深
川
問
一
と
日
ふ
軍
要
な
治
ん
だ
日
投
め
一
ら
凡
て
ゐ
る
o

『
年
報
』
第
一
巻
の
序
文
に
よ
れ
ば
、

『
現
在
並
に
勝

来
の
岡
民
経
持
率
』

ピ
111_ 

よ
Ih-
1;1' 
ノ!皮

l'ま
庄司

II~' 

方

於

て
は
月
ミ
丸
思
振
が
な
は
支
配
的
で
あ
旬
、
他
方
い
於
て
枇
命
日
主
義
の
ユ
ミ
見
思
加
抗
出
刊
の
正
し
い
こ
と
が
盆
と

腰
史
に
よ
っ
て
立
聾
さ
れ
た
の
を
稜
見
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
ス
ミ
ス
皐
探
の
個
人
的
利
己
主
義
に
基
〈
自
然
科
皐

的
傾
向
を
徹
底
的
に
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
、
今
岡
氏
経
群
島
平
に
謝
し
て
次
の
こ
と
が
切
宜
に
要
求
さ

、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
.
、
、
、

れ
て
ゐ
る
と
み
に
。
帥
ち
、
「
園
民
経
漕
皐
は
そ
の
全
自
然
科
皐
的
根
本
見
解
を
批
剣
し
、
極
端
併
生
活
に
於
て
現

、

、

、

‘

、

.

‘

.

、

、

、

、

、

、

、

、

.

、

.

、

、

、

、

、

‘

.

、

、

、

、

町

貫
に
自
然
法
則
が
支
配
す
る
か
否
か
、
叉
如
何
な
る
範
閣
で
支
配
す
る
か
、
と
い
ふ
同
に
答
へ
る
と
い
ふ
ζ
L
U
」

がl

そ
し
て
彼
は
こ
の
要
求
に
麿
へ
る
た
め
に
自
然
法
則
の
何
で
あ
る
か
を
規
定
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
ゐ
る
。

「
白
質
的
人
間

2
2
E
r
pヨ
5
5
Z

ヨ
〈
。

冨
巾
ロ
叩
門
]
凶

)
M
r
経
済
す
る
、

然
し
彼
は
無
自
情
的
自
然
(
ケ

2-cm叩

同

-
2
2
2
h
H
Z『
)

の
内
で
そ
し
で
自
然
の
賜
物
と
諸
カ
と
を
以
て
経
済
す
る
、
彼
自
身
彼
の
肉
躍
に
閲
し
て
こ
の
自

然
の
一
部
で
め
る
」
。

従
っ
て
闘
民
経
済
に
於
け
る
自
然
法
則
が
云
冷
さ
れ
名
場
合
、

二
の
問
題
が
叫
厳
密
に
直
別

ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
に
於
げ
る
園
民
経
済
撃
の
課
題

第
凶
十
一
一
一
巻

四

O
七

第

務

Jahrbuc1町 furNationalokonornie und日tatistik.
!n..hhucher， lid. 1. 18631 Vorwort. 
Die gegenwartige Aufgabe der Nationalolwロ0皿 ie，luidem. S・:;f[. u. 142 ff. 
Ibidem， S. 18-19・



ヒ
ル
ヂ
プ
ラ
ン
ト
に
於
げ
る
園
長
経
消
息
十
の
課
題

第
閥
十
三
巻

四

O
入

第

就

「
無
自
由
党
的
自
然
|
|
そ
れ
か
ら
人
間
炉
経
済
手
段
を
獲
得
し
、
彼
自
身
そ

の
肉
膿
的
有
機
臨
に
闘
し
て
そ
れ
に
属
す
る
1

1

こ
の
自
然
は
そ
の
不
麺
の
法
則
五
て
闘
民
経
済
に
一
定
の
影

、
、
、
、
、
、

響
を
及
ぼ
す
か
」
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
ゥ
第
二
は
、
「
経
済
そ
の
も
の
即
ち
人
聞
の
諸
の
経
済
行
魚
は
自
然
法
則

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
第
一
は
、

に
服
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
か
汁
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
。

而
し
て
ヒ

Y
デ
プ
ラ
ン
ト
は
勿
論
第
一
を
肯
定
す
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
か
う
言
っ
て
ゐ
る
。
人
聞
は
自
然
法
則
に
従
っ
て
生
れ
且
つ
死
す
る
o

人
間
の
肉
眼
力
並
に
持

助
起
り
'
b
'
1
K
こ

K
1
J
仁
川
、
、
b
q
s
u
r
L
7
J
O

L
U
4
U
h
ノ
、

1
E
I
λ
r
，L
H

日

J

3

t

t
も

〆

i
A
H
叫

一

V

J

父
そ
の
肉
閥
的
有
機
糟
は
次
食
住
の
由
治
的
欲
裂
含
も
っ
。

叫

叫

L
U
U

Yサ
S
」
川
件
、

と
気
候
は
季
節
や
日
時
に
結
付
い
て
ゐ
る
。

要
す
る
に
自
然
並
に
そ
の
永
遠
の
法
則
は
総
て
の
方
面
か
ら
人
間
経

持
の
活
動
範
囲
を
規
定
す
る
、

そ
し
て
そ
の
限
り
綿
ゆ
る
闘
民
軽
油
情
聴
ゆ
る
時
代
の
経
済
は
自
然
の
要
素
並
に
法

則
と
同
じ
〈
不
襲
で
あ
る
と
一
言
ふ
の
で
あ
る
。

か
く
て
彼
は
第
一
の
意
味
に
於
て
は
自
然
法
則
を
承
認
す
る
。
然

し
第
二
の
意
味
に
於
て
は
否
定
す
る
。
そ
の
詩
は
、
自
然
に
よ
っ
て
置
か
れ
穴
限
界
の
内
に
於
て
は
人
間
精
神
が

支
配
す
る
、
例
へ
ば
生
産
に
於
て
人
聞
は
自
然
力
を
利
用
し
、
種
'
阜
の
組
織
安
作
り
、
叉
商
品
債
格
を
決
定
す
る

等
の
如
〈
、
人
間
の
意
志
的
経
済
行
潟
は
却
っ
て
自
然
を
支
配
す
る
か
ら
で
あ
る
と
言
ム
。

次
い
で
ヒ
M
F
J

ア
プ
ラ
ン
ト
は
経
沸
行
焦
が
自
然
法
則
的
の
も
の
で
め
る
か
左
い
ふ
聞
に
関
す
る
諸
皐
誌
の
立
場

を
回
顧
し
て
ゐ
る
。
重
農
主
義
者
や
ス
ミ
ス
並
に
そ
の
皐
祝
日
か
こ
れ
を
肯
定
し
た
こ
と
は
さ
き
に
も
見
に
通
り
で

あ
る
。
な
ほ
こ
〉
で
彼
は
か
う
述
べ
て
ゐ
る
。
す
な
は
も
彼
等
は
利
己
心
ぞ
人
間
行
魚
の
唯
一
の
自
然
法
則
的
動

機
と
看
倣
し
無
自
費
的
創
造
に
作
用
す
る
所
の
自
然
力
と
同
一
視
す
る
。
彼
等
に
と
っ
て
は
物
理
的
世
界
と
道
徳

Ibidem. S. 19-20. 25) 



的
世
界
と
は
閉
じ
自
然
法
則
の
異
っ
た
現
象
形
態
に
過
ぎ
な
い
。
|
|
最
近
の
ス
ミ
ス
皐
探
色
之
を
肯
定
す
る
、

然
し
遣
っ
た
立
場
か
ら
で
あ
る
。

彼
等
は
自
然
法
則
を
覆
し
得
な
い
司
も
の
だ
と
考
へ
る
が
故
に
そ
れ
を
肯
定
す

る
。
彼
等
は
自
然
法
則
の
前
提
営
問
題
に
せ
や
、
問
題
に
す
る
に
し
で
も
な
的
利
盆
の
支
配
を
歴
史
的
事
責
・
必

要
な
る
惑
と
し
て
承
認
す
る
。

ス
ア
ユ
ア

1
ト
・
ミ
戸
で
さ
へ
こ
の
立
場
を
超
え
て
は
ゐ
な
い
。
彼
は
逗
繕
の
蛭

滑
に
影
響
す
る
の
を
認
め
、
競
争
を
立
法
に
よ
っ
て
制
限
せ
ん
と
さ
へ
す
る
が
、
こ
の
競
争
原
理
に
基
く
自
然
法

則
の
故
に
政
治
艦
掛
皐
は
科
皐
の
性
格
を
も
つ
の
だ
と
述
べ
て
ゐ
る
。

啓
蒙
思
想
は
そ
の
唯
物
的
法
徳
原
理
の
結
果
一
切
の
公
共
生
活
に
閲
す
る
単
に
自
然
法
則
を
認
め
た
が
、

ツ
の

mF者
は
間
口
町
粧
掛
感
つ
3
3
m
宮司

E

日比門ハ一

q
M山門
h
O
B
Z
r
2
5
2
4
正
岡
日
町
艇
持
政
策
皐
つ
主
羽
田

EE--枠
2
2

〈

c
-
Z
3
3岳
民
国
E
r
z
r
)
と
を
直
別
し
、

後
者
を
共
同
一
珊
一
枇
の
原
理
に
基
礎
づ

前
者
を
私
的
利
盆
の
原
理
に
、

け
、
第
一
の
み
金
自
然
科
皐
と
し
、
第
二
を
園
家
墜
法
律
墜
等
と
同
じ
く
倫
理
的
科
皐
ピ
と
す
る
。
而
し
て
園
民

麗
持
政
策
撃
の
課
題
は
利
己
的
な
る
私
桓
神
の
韓
害
を
園
家
樺
力
に
よ
っ
て
修
正
す
る
こ
と
だ
と
す
る
。
然
し
そ

れ
が
自
然
法
則
を
承
認
す
る
か
ぎ

h
矛
盾
に
陥
る
。
印
ち
利
己
主
義
が
専
ら
経
済
生
活
を
支
配
す
る
の
で
な
い
な

ら
ぱ
、
経
済
的
自
然
法
則
も
存
在
し
な
い
し
、
而
し
て
自
然
法
則
が
支
配
す
る
な
ら
ば
閏
家
色
亦
そ
れ
ぞ
修
正
し

よ
う
と
す
る
も
無
役
で
あ
ら
う
か
ら
で
あ
る
。
と
ヒ
Y
J
7
プ
一
ブ
シ
ト
は
批
剣
し
て
ゐ
る
。

最
後
に
ヒ
戸
デ
プ
ラ
ン
ト
は
腰
史
皐
蹴
建
設
者
の
一
人
た
る
ロ
ツ
シ
ヤ
ー
を
と
り
た
て
う
問
題
に
し
て
ゐ
る
。

官
ツ
シ
ヤ

l
は
園
民
組
棒
高
千
と
園
民
経
持
政
策
島
?
と
の
分
離
を
斥
け
、
園
民
経
済
墜
を
人
間
吐
舎
に
闘
す
る
他
の

ヒ
ル
ダ
プ
ラ
ン
ト
に
於
げ
る
圃
民
経
湾
撃
の
課
題

第
四
十
三
巻

一
一

第

君主

四
O
九

J. S. Mill. Principles of Politial Ecυnomy. B. II. Chap. 13・4・26) 



ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ド
に
於
げ
る
園
長
経
済
撃
の
課
題

第

量主

四

第
四
十
三
巻

四

O 

闘
争
と
同
列
に
置
い
て
自
然
科
撃
に
劃
立
せ
し
め
る
。
彼
は
園
民
経
樺
皐
は
少
く
と
も
「
公
共
心
並
に
利
己
心
の
方

法
論
(
富
町
長

o
pロ
Z
F
2目
己
g
c
m
E
E口
氏
ロ
ロ
目
印
き
凸
《
同
町
田
回
m
m
E
E
N
g
)
と
稀
さ
れ
得
る
と
言
ひ
、
そ
の
課
題
を
歴

史
的
経
験
に
於
て
興
へ
ら
れ
た
る
所
の
そ
し
て
闘
民
並
に
そ
の
要
求
と
共
に
時
償
還
す
る
所
の
岡
民
極
構
の
制
度
並

に
法
律
の
研
究
と
み
る
o

か
く
し
て
彼
に
於
て
は
歴
史
は
科
皐
の
手
段
で
は
な
く
て
劃
象
と
な
る
。
然
し
ロ
ツ
hv

ャ
ー
は
岡
氏
結
構
皐
伝
「
耀
神
的
岡
民
生
活
の
解
剖
皐
並
に
生
理
由
四
ご
と
名
付
け
、

、

跡

、

、

時

臥

叩

町

v

:

f

j

l

t

f

l

)

J

一

;

】

を
荒
口
止

tJ
る
陪
ド
仙
判
長
'
日
月

υ
.
E
M
M
U
W附
却
し
に
二

L
E
~
Z
，中

t
ノる
c

「
諮
問
民
が
そ
の
物
質
的
欲
望

キ
e

占
こ
り
h
j
k
r
古
川
世
こ
司
、
コ
r
J
R
J

下
目
立
か
「

バ
吋

J

H

t

f

u

t
『，

λ
v
i
a
-
dト
t
t
J
斗

1
L
H
I
4寸ペ・

r
l
h
J
H
f
u
w
，
冷
H
『
Z
J
r
y
d
A
詰

立
す
る
利
益
の
闘
争
に
於
て
合
法
則
的
に
成
立
す
る
所
の
債
格
決
定
に
現
は
れ
る
と
司
州
、

却

の
法
則
に
比
較
し
て
ゐ
る
。

彼
は
こ
の
法
則
を
数
皐

hr
〈
て
ロ
ヲ
シ
ヤ

1
は
人
間
並
に
園
民
の
経
持
活
動
の
歴
史
に
於
て
、

「
永
久
不
襲

で
あ
り
、
人
間
の
私
的
利
益
か
ら
起
る
所
の
自
然
法
則
的
要
素
」
と
「
岡
氏
と
共
に
饗
化
す
る
所
の
可
襲
的
要
素
」

と
の
二
要
素
を
承
認
す
る
。
而
も
ロ
ッ
ジ
ャ
ー
が
こ
の
二
要
素
の
闘
係
を
'
如
何
に
考
へ
た
か
は
明
か
で
な
い
と
し

、
、
、
、
、

「
も
し
人
間
の
経
祷
行
急
は
、
ぞ
れ
が
利
己
主
義
か
ら
起
る
限
り
自
然
法
則
的
で

て
ヒ

Y

デ
プ
ラ
ン
ト
は
一
三
日
ふ
。

あ
り
、
そ
れ
が
他
の
動
機
か
ら
起
る
限
h
ノ
自
然
法
則
的
で
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然

法
則
的
に
行
動
す
る
か
否
か
は
人
間
の
意
志
に
か
〉
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
そ
し
て

、
、
、

一
切
の
人
間
行
銭
は
自
然

こ
の
承
認
こ
そ
は
ま
さ
に
人
間
行
潟
の
自
然
法
則
的
性
格
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

、
、
、

法
則
に
服
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
か
、
或
は
何
れ
の
行
免
も
さ
う
で
な
い
か
、
の
何
れ
か
で
あ
る
。
中
間
物
は
私
に

は
会

t
不
可
能
の
や
う
に
思
は
れ
る
、
」
と
。
要
す
る
に
ヒ

Y
デ
プ
ラ
ン
ト
は
ロ
ッ
ジ
ャ
ー
が
経
済
的
自
然
法
則
を

27) W. Roscher， Leipziger Antritsrede in der dentscheli1 Vierteljabrschrift，1849， 
S. 180; System der National呂konomie，Bd. L ~ 22 

System， Bd. 1". ~ 100. 
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油

承
認
す
る
こ
と
を
難
宇
る
の
で
あ
る
c

ヅ
ジ
ャ
ー
に
於
け

そ
し
て
我
今
は
こ
の
勤
に
ヒ

Y
デ
プ
ラ
シ
ト
に
於
て
ロ

る
よ
り
も
歴
史
的
傾
向
が
よ
り
徹
底
せ
る
を
み
る
の
で
あ
る
。

{
註
)
右
の
批
列
「
い
謝
し
て
ロ
ッ
ジ
ャ
ー
は
ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
に
駁
論
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
締
介
し
て
置
か
う
。
日
〈
。
「
プ
ル

I
ノ

l
・
ヒ
ル

ヂ
プ
ラ
ン
ト
が
自
然
法
則
と
い
ふ
表
現
を
、
そ
れ
が
人
閣
的
自
由
正
人
類
の
進
歩
能
力
に
矛
盾
す
る
が
故
に
、
人
間
の
経
湾
行
俸
に
封
し
て
遁
用

せ
し
め
な
い
場
合
、
私
は
そ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
が
由
来
な
い
。
私
が
一
の
よ
り
康
己
聯
闘
に
於
て
認
識
し
得
る
人
聞
の
意
固
に
基
づ
か
な
い
所

の
A
Y
則
性
(
問
。
開
ム
E
2
2
m
r
E
ご
を
認
識
す
る
場
合
に
は
、
忍
は

E
こ
で
色
、
自
然
法
則
に
つ
い
て
語
る
。
か
N

る
合
則
性
が
存
在
す
る
と
い
ム
こ

一
フ
ウ
ト
ヌ
エ
ア

L
l
フ
ウ
ン
ク

と
は
確
貨
で
ゐ
る
。
例
へ
ば
広
は
所
調
子
音
の
移
動
と
い
ふ
言
語
法
則
を
想
起
す
る
に
と
古
め
る
、
そ
れ
に
於
て
は
語
る
諸
個
人
は
確
寅
強

制
的
に
そ
れ
に
従
ム
の
で
は
な
い
、
而
色
諮
る
捕
時
時
の
進
歩
は
明
か
で
あ
る
。
又
大
な
る
諸
岡
仁
於
て
は
(
恐
ら
く
は
殆
ん

E
自
由
意
志
的
な
)
結

婚
や
犯
搾
ば
種
々
の
年
齢
階
級
へ
の
分
布
に
於

τ年
や
(
球
ら
く
は
硝
ん
ど
非
自
由
意
中
山
的
な
)
死
亡
よ

h
h
一
府
規
則
的
仁
様
沼
へ
き
れ
る

E
い

ふ
周
知
の
恭
一
貫
伝
部
起
す
る
c

誰
も
『
人
間
心
の
自
然

(
X
P
H
E
L
2
5
0
2
0
5
E
n
r
g
川
市
巴
カ

)
b
c
い
ム
潟
明
h
o
品
川
崎
レ
な
い
限
h

k
れ
に
げ
私
は

『
同
然
法
則
h
L
〕
い
品
表
現

dr凶
机
寸
品
コ
然
し
こ
山
、
山
の
自
然
じ
は
ま
さ
に
個
人
の
ん
円
-
向
1

交
官
・
市
町
し
烈
の
一
進
歩
能
力
が
崩
す
る
の
で
め
る
」
ο
"
。

ロ
ツ
シ
ヤ

l
'と
ヒ
ル
ヂ
プ
ラ
ン
ト
と
何
れ
が
必
し
い
か
。
我
々
は
ロ
ツ
U

ヤ
ー
を
よ

h
正
し
い

6
の
と
み
る
。
そ
れ
は
ヒ
ル
デ
プ
ラ

y

ト
を
批
列

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
か
に
な
る
で
あ
ら
う
。

右
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
ヒ

Y
J
ア
プ
ラ
ン
ト
が
経
神
的
自
然
法
則
を
吾
定
す
る
の
は
、
彼
が
そ
の
前
提
に
る

利
己
主
義
の
一
般
的
支
配
を
認
め
な
い
か
ら
で
あ
る
。
卸
ち
我
ム
ザ
の
経
稗
行
翁
は
単
に
在
利
か
ら
で
は
な
〈
て
、

宗
教
"
風
習
。
法
釦
正
義
等
の
倫
理
的
動
機
か
ら
も
決
定
さ
れ
る
。
加
之
、
人
聞
が
純
利
己
主
義
者
で
め
る
に
し
て

色
、
そ
し
で
正
義
の
戚
情
を
全
然
持
た
ぬ
に
し
て
も
、
忍
利
の
貫
徹
の
た
め
に
は
、
取
引
蛍
時
者
相
互
が
平
等
で

あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
然
し
各
人
の
完
全
な
る
卒
等
は
、
利
己
心
の
普
遍
的
支
配
と
同
じ
く
、
現
寅
に
矛
盾

す
る
。
こ
れ
が
自
然
法
則
を
百
定
ず
る
ヒ

Y
デ
プ
ラ

y
ト
の
論
壌
で
あ
る
。
然
し
彼
は
経
済
行
魚
の
法
則
牲
を
全

然
否
定
し
た
諜
で
は
な
い
。
彼
が
認
め
る
自
然
法
則
以
外
の
法
則
ぞ
み
れ
ば
、
彼
が
自
然
法
則
を
否
定
し
た
趣
意

は
よ
り
明
か
に
な
る
で
あ
ら
う
。
(
未
完
}

ヒ
ル
デ
プ
ラ
ン
ト
に
於
げ
る
園
長
経
済
撃
の
謀
題
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